
施政方針演説等

関係する施政
方針演説等内
閣の重要政策
（主なもの）

年月日

施策の概要

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

　より質の高い福祉サービスを提供するため、社会福祉に関する専門性を持った人
材の養成、福利厚生の充実等による社会福祉事業従事者の確保、福祉サービスの質
の向上のための措置の援助等を行う。

（施策目標の評価）
　  介護福祉士・社会福祉士の養成及び定着促進、福祉サービスの質の向上及び利用者保
護に資する取り組み等を推進した結果、介護業務に従事する者のうち介護福祉士有資格者
割合及び第三者評価受審件数は着実に増加しており、相談業務に従事する者のうち社会福
祉士有資格者割合については、平成１５年度と平成１７年度では、指標の対象とする相談業
務に従事する者の範囲が一部異なるため、単純に比較することができず、今後の状況を注
視する必要があるものの、総体的には、質の高い福祉サービスを提供することについて一定
の進展があったと評価できる。

（評価結果の分類）
　　施策目標の達成に向けて進展しており、現在の取組を続ける

【評価結果の概要】

施策に関する
評価結果の概
要と達成すべき
目標等

記載事項（抜粋）

平成１９年度実績評価書要旨

政策体系上の位置付け
社会福祉に関する事業に従事する人材の養成
確保を推進すること等により、より質の高い
福祉サービスを提供すること

評価実施時期：平成１９年８月 担当部局名：社会・援護局福祉基盤課

基本目標Ⅶ
　利用者の視点に立った質の高い福
祉サービスの提供等を図ること
施策目標２
　福祉サービスを支える人材養成、
利用者保護等の基盤整備を図ること

（Ⅶ－２－１）

施策名

施策目標に係る指標
（達成水準／達成時期）

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８
１ 社会福祉施設等で介護業務に従事 － 35.5 － 37.2 集計中

する者のうち、介護福祉士有資格
者割合（単位：％）
（前年度以上／毎年度）

２ 社会福祉施設等で相談業務に従事 － 12.5 － 11.1 集計中
する者のうち、社会福祉士有資格
者割合（単位：％）
（前年度以上／毎年度）

３ 第三者評価受審件数（単位：件） － － 60 320 833
（前年度以上／毎年度）

（調査名・資料出所、備考）
・指標１及び２は 「社会福祉施設等調査報告 （大臣官房統計情報部調べ）及び「介、 」

護サービス施設・事業所調査 （大臣官房統計情報部調べ）によるものであり、毎年」
１０月１日現在の数値である。

・指標１及び２は、平成１４年度及び１６年度の数値を取っていない。
・指標１及び２は、平成１８年度の数値は集計中であり、平成２０年１月を目途に公表

予定。
・指標２は、基となる統計の集計方法を変更したため、平成１５年度と平成１７年度で

は、対象とする「社会福祉施設等で相談業務に従事する者」の範囲が異なる。具体的
には、平成１５年度においては、施設長、生活指導員及び医療ソーシャルワーカーと
し、平成１７年度においては、施設長、生活指導員、生活支援員、職業指導員、作業
指導員、児童指導員、児童自立支援専門員及び児童生活支援員としている。

・指標３は、全国社会福祉協議会調べによる。なお、本指標は、平成１６年５月７日付
けで発出した「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」に基づき実施し
ている事業に関する数値であるため、平成１６年度から数値を記載しているものであ
る。


